
資料 ７ 

配慮事項検討項目（他自治体の例） 

 

項 目 Ａ市 Ｂ市 

１．対象保育所の選定 

(1)対象保育所の公表 ・移管の２年半前に発表 

・保護者説明会、個別相談、既移

管園見学会等の実施 

民間に移管する年度の概ね３年前 

(2)対象保育所の選定基準 市立保育所の設置数をもとに移管

対象となる区を選定し、施設の立

地状況、老朽化状況、児童の入所

状況、利便性等を総合的に勘案し

て選定 

次の基準を総合的に勘案 

・入所定員増や多様な保育需要へ

の対応の必要性 

・近隣での移転用地の確保の見通

し 

・エリア内の既存民間保育所との

配置バランス 

・建物の形態（単独、合築等） 

・建物の建築年数及び改築・改修

の状況 

・予算確保の見通し 

２．設置・運営主体 

(1)対象法人の要件 認可保育所の運営実績のある社会

福祉法人、公益法人（公益財団法

人・公益社団法人） 

市内で認可保育所の経営実績のあ

る社会福祉法人 

(2)認可保育所としての実績 上記のとおり 

 

上記のとおり 

３．事業者の選定 

(1)事業者の募集方法 市内・市外を問わず公募 

 

保護者の意見や市民ニーズを踏ま

え、保育内容や運営の条件を決め

て公募 

(2)選定組織 学識経験者、市民等からなる移管

法人選考委員会で選考 

児童福祉の専門家等で組織される

選定委員会で公正に法人を選定

（保護者代表が選定委員会に入る

場合あり） 

(3)選定基準 書類選考：保育目標や理念や非屋

内用を移管園の継承という視点を

入れて評価し、法人の監査や資金

の状況、園運営は適正か等を確認 

実地調査：書類選考で選考された

法人について、福祉サービス第三

者評価の基準をもとに確認 

質の高い保育が提供でき、特別保

育に意欲のある法人 

(4)選定方法 書類選考、実地調査、法人面接 保護者の意見や市民ニーズを踏ま

え、保育内容や運営の条件を決め

て募集 



 

 

 

項 目 Ａ市 Ｂ市 

(5)移管条件 

①職員体制 

 ②施設長・主任保育士等の要件 

 ③保育内容 

①市の法外基準に基づく保育士等

を確保 

②施設長：下記のいずれかの経験

年数を有すること。 

・社会福祉事業の経験 15 年以上

（うち認可保育所経験 3年以上） 

・認可保育所での保育経験 12年以

上 

・社会福祉事業の経験 10 年以上

（うち認可保育所施設長 3 年以

上） 

保育士：経験 10年以上又は法人が

運営する園での経験 7 年以上の保

育士を 2 人以上、経験 5 年以上の

保育士を 1/3以上 

③・移管保育所の定員・定員構成・

年中行事の継承、障害児保育の実

施、市が予め認めたもの以外の費

用負担を保護者に求めないこと、

地域育児支援事業の実施、施設の

地域開放、苦情処理の仕組みの整

備、一般的な行事を除く宗教的な

行事は行わないこと、幼児へ主食

の提供、土曜日の給食の実施、延

長保育の実施（平日 7時～20時・

土曜日 7時～18時 30分）、一時保

育事業の実施。 

 

(6)事業者の公表 1年 3か月前 

 

 

４．円滑な引き継ぎ 

(1)移行までの準備期間 １年間 

 

（引き継ぎを実施） 

(2)話し合いの場の設置 保護者、移管先法人及び市の三者

協議会を設置し、移管に伴う諸事

項について協議し、合意形成を図

る 

法人決定後、保護者・法人・公立

保育所・行政職員で話合いを重ね

る 

(3)事業者と市職員の交流・研修 ・障害児保育等市主催の研修に参

加 

・職員会議・カリキュラム会議・

毎日のミーティング等に参加し情

報を共有 

 

(4)合同保育の期間と内容 ３か月間 

 

（共同保育を実施） 



 

 

 

項 目 Ａ市 Ｂ市 

５．移行後の組織と役割 

(1)移行後の組織と役割 一定期間（最長、移管前の在園児

が卒園するまで）三者協議会を開

催し、移管条件の実施状況や変更、

新たな保育の導入などについて話

し合う 

 

 

(2)移行後の保育内容の確認 ・移管前の市立保育所園長が園を

訪問しアドバイスを行う（移管後

1年程度、概ね月 1回） 

・市立保育所の園長を経験した職

員（民間保育施設指導担当者）が

移管園を訪問し、専門的な立場か

ら保護者からの相談、法人へのア

ドバイス等を行う（移管後半年程

度、概ね月 2回） 

・移管前の保育士が園を訪問し、

移管先保育士へアドバイスを行う

（移管後半年間に各保育士 2 回程

度） 

 

(3)民営化園の評価と情報公開 ・福祉サービス第三者評価の受審

を移管条件とし、移管後の保育サ

ービスのチェックと改善を促す 

 

６．その他 

 

 

  

 



 

 

 

項 目 Ｃ市 Ｄ市 

１．対象保育所の選定 

(1)対象保育所の公表 ・公表から委託実施まで１年半程

度（秋の一斉入所申込み前） 

・公表後、委託実施まで数回にわ

たって保護者説明会を開催 

民営化実施まで最低２年６か月確

保 

(2)対象保育所の選定基準 ＜エリアの選定基準＞ 

・公立保育所の設置個所数の多い

エリアから実施 

・エリアが一巡することを優先（同

一年度内に統廃合の実施公表を行

っているエリアを除く） 

＜実施保育所の選定基準＞ 

多機能化が実施（予定）されてい

る保育所を除き、 

・入所状況と施設状況を点数化し、

合計点が高い保育所を優先して選

定 

・入所率が高いほど入所状況の点

数を高く、施設が新しいほど施設

状況の点数を高くする 

・合計値が同じ場合は、入所率の

高い保育所を優先 

学識経験者、保育現場経験者等の

専門家で構成する選定委員会を設

置し、対象園を設置する。 

＜重視するポイント＞ 

・福祉ブロックの区割りのなかで、

子育て支援の拠点としての公立保

育園のバランス 

・人口の集積状況等、需要が将来

的にも見込まれるか 

・運営の効率性を考慮し、90人程

度の定員 

・アクセス条件、接道条件等通園

の利便性 

・アンケート調査を実施し延長保

育、一時保育等の希望者数が多い

かどうか 

・０歳児保育実施園であること 

２．設置・運営主体 

(1)対象法人の要件 同一都道府県内で認可保育所の運

営に実績のある社会福祉法人 

厚生労働省の補助対象である社会

福祉法人、日本赤十字社、民法第

34条に規定する公益法人（財団法

人及び社団法人）で認可保育園と

して実績がある事業者 

(2)認可保育所としての実績 上記のとおり 

 

上記のとおり 

３．事業者の選定 

(1)事業者の募集方法 公募 ・範囲は限定せず市内外から公募 

・先に民営化を受託した事業者は、

民営化移行時点から５年間は応募

できない 

・募集要項（案）を対象園保護者

に公開し、保護者の意見・要望を

反映した募集要項を作成 

(2)選定組織 客観性と専門性を確保する観点か

ら、有識者（学識経験者・弁護士・

公認会計士等）からなる選定会議

を設置 

学識経験者、保育現場経験者等の

専門家、対象園保護者及び地元関

係者を含めた選定委員会を設置 



 

 

 

項 目 Ｃ市 Ｄ市 

(3)選定基準 （保育所の継承すべき点や、委託

後の保育所運営に期待すること等

について選定委員に伝達するた

め、保護者の意向調査を実施） 

・児童福祉の理念・公共性・公益

性を持った事業者であること 

・子ども本来の発達・育ちを重視

し、子どもを中心とした良い保育

を実施している事業者であること 

・保育に対する高い見識と幅広い

専門的知識、豊富な経験を持ち、

意欲のある職員が確保されている

こと 

・事業者及び事業者本園と、民営

化後の対象園との協力体制が優れ

ていること 

・地域子育て支援の実施、障がい

児保育の実施、給食調理、アレル

ギーへの対応等、対象園で行って

いる保育内容の水準を満たす事業

者であること 

・その他、選定の際に重視すべき

項目の内容等について、対象園の

保護者の意見・要望を反映 

(4)選定方法 書類審査、運営保育所の実地調査、

法人理事長等への面接 

・事業者の事業目的や理念、保育

の質（※）、運営の透明性を問う 

・対象園の職員配置水準を満たし、

保育の質を維持・向上できる、よ

り優秀な事業者を選定 

・事業者の継続性や安定性等とと

もに、保育園運営上の内容を中心

とした審査を行う 

※子どもの最善の利益が優先されること。

一人ひとりの子どもの発育を尊重し支援す

る保育が実行できること。単なる利便的な

サービス以上に保護者が本当に必要として

いる支援を提供できること。（保育園を考え

る親の会「民営化に求められる最低条件 10

か条」から参照） 



 

 

 

項 目 Ｃ市 Ｄ市 

(5)移管条件 

①職員体制 

 ②施設長・主任保育士等の要件 

 ③保育内容 

市立保育所の保育内容を継続する 

・保育所保育指針および市立保育

所の保育内容をまとめた「保育計

画」に基づき保育を実施 

・保育士の配置基準は変わらない 

・日々の保育や年間行事等につい

て、内容を継続し。また、新たな

費用負担を求めない 

・障害児など配慮が必要な児童へ

の保育の継続 

・給食について、現在の献立内容

を継続。手作りおやつやアレルギ

ー児への代替食の提供などの継続 

 等 

①保育環境の維持向上が図れる職

員体制が確保できること 

②園長予定者：認可保育園で 10年

以上勤務し、5 年以上園長又は幹

部職員としての勤務経験を有し、

良好な勤務実績を有すること 

③一時保育・園長保育等の特別保

育事業の実施。障がい児保育の受

入・対応が可能であること。保護

者の意向を尊重し保育事業の継続

性が保てること。施設は無償譲渡、

土地は無償貸与で貸付期間は 30

年（更新可能）とし、自らの保育

園運営以外に使用しないこと。 

(6)事業者の公表  民営化移行まで１年６か月を確保 

 

４．円滑な引き継ぎ 

(1)移行までの準備期間 （委託実施３か月前から） 

第一段階として、保育方針、年間

保育計画、給食献立等の引き継ぐ 

・準備期間１年程度を確保 

・移行計画を策定し、引継ぎの体

制づくりや保護者の理解が得られ

るように準備 

・保護者の意見・要望を取り入れ

ながら、対象園の保育水準、保育

内容を継承することを前提に引継

ぎを行う 

・市が進行管理を行い、問題が生

じた場合は市が調整に入り、必要

な改善・指導を行う 

・市は事業者に対し、事業者職員

の公立保育園への派遣や研修等、

必要な支援を行う 

(2)話し合いの場の設置 保護者説明会を実施 保護者・事業者・市による三者協

議会を設置 

(3)事業者と市職員の交流・研修  事業者職員と対象園職員が良いチ

ームワークをつくり、円滑な移行

への意思統一を行うため交流機会

を設ける 

(4)合同保育の期間と内容 （委託実施３か月前から） 

・引継ぎの第二段階として、市職

員と法人職員が合同で保育する時

間を設定し、児童一人ひとりの状

況把握等を行う 

・第三段階として、委託初年度の

クラス担任を決定し、現在の担任

と合同で保育を実施 

・最低３か月（保護者・事業者・

市の協議により方法を決定 

・段階的に事業者の職員を配置 

・期間中の事業者の費用は、市が

委託料を支出し対応 



 

 

 

項 目 Ｃ市 Ｄ市 

５．移行後の組織と役割 

(1)移行後の組織と役割 ・委託初年度の１年間、委託前に

勤務していた市職員（所長を含む

保育士）５人程度を法人に派遣。 

・委託初年度の１年間、次期所長

予定者である法人職員を副所長と

して、国の配置基準に加えて配置

し、運営全般について引き継ぐ。 

・必要に応じて、保護者代表、委

託先法人、保育所、市からなる意

見交換の場を設定 

・一定期間（原則として移行時点

の在園児が卒園するまで）、三者に

よる定期的な懇談会を設置 

・新園の運営に問題が生じた場合

は、懇談会で解決を図る 

(2)移行後の保育内容の確認 ・委託後もエリアを統括する市の

保育士、栄養士・調理員が定期的

に巡回・指導を行う 

・保育所からの要請のもと、エリ

アを担当する市の看護師が巡回・

指導を行う 

・委託業務の適正な遂行について、

毎年監査を実施 

・保育所運営について保護者アン

ケートを実施 

・委託保育所職員の資質向上のた

め、研修会を実施 

・引継ぎ過程での三者協議会の決

定事項を、事業者が履行するよう

に指導 

・市は保育内容を逐次確認すると

ともに、民営化移行に関する問題

が生じた場合は調整に入り、必要

な改善・指導を行う 

(3)民営化園の評価と情報公開 第三者評価を義務付け、受審結果

を公表 

・保育内容についての保護者アン

ケートを市が実施し、運営状況を

評価する 

・福祉サービスの第三者評価制度

の受審を義務付け、評価を行う 

・評価の結果は、広く公開し、運

営の効率化の効果など民営化に関

する情報を開示する 

６．その他 

 

 

民間委託を行うにあたり、必要に

応じて、保育室等の美装化工事を

実施 

 

 

 

 


